
 

 

一宮生活協同組合 返品手数料規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、一宮生活協同組合利用規則第 11 条第 2 項にもとづき、商品の返品手数料につい

て定めます。 

 

（定義） 

第２条 メーカーに商品を返す際に掛かる送料の一部を負担していただくもの。送料全額ではなく、

送料の一部を組合員に平等に負担していただくため、送料ではなく手数料としています。 

 

（手数料） 

第３条 商品の返品（交換含む）を受ける際は、次に掲げるとおりの手数料（消費税別）をいただきま

す。商品は次回配達時に回収とします。 

 

 

（例外） 

第４条 日生協カタログ「くらしと生協」商品の返品については、くらしと生協カタログの裏表紙等で

ご案内している返品方法・基準に準ずるものとします。 
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